中山間地域等直接支払交付金会計事務の留意点等別紙２


【金銭出納簿】
・１枚の領収書（受領書）に対して１行記載するようにお願いします（領収書が分かれているものをまとめて記載しない）。
・金銭出納簿と領収書（受領書）が見比べやすくなるように摘要欄の記載をお願いします。
・支出日、収入日の記載漏れがないように確認をお願いします。

【領収証】※店で購入の場合
・宛名（中山間直接支払○○集落など）、但し書きについて、領収書をもらう際に記載の漏れがないよう確認をお願いします。
　相手方が領収書にそれらを記載しない場合（レシートなど）は、宛名、但し書きを集落で記載いただくようにお願いします。

【受領書】※個人配分、日当、立替払分などの場合
・受領日の記載漏れ、受領者の氏名の誤りがないように確認をお願いします。
・受領書には、いつ、どのような活動での支払いかがわかるように「作業日」「作業の内容」の記載をお願いします。
・個人配分の受領書で、集落協定書の構成員として記載のない方の名前が書かれている場合があります。管理者を変更した場合は、協定書を変更する必要がありますので変更届を提出してください。

【立替払】
・交付金の不足により集落の方が費用を立替えて支払っている場合、通帳や金銭出納簿へは記載せず（通帳・金銭出納簿は交付金を管理するものであるため）、別に立替払い分として、立替えた方の氏名や立替えた分の金額、立替えた額の根拠となる領収書などを管理し、交付金の入金後「立替払分」として立替えた方へ支払いを行うようにお願いします。
　この場合、費用の立替えを行った方がその額を受取ったことを証明するための受領書、立替え額の根拠となる領収書を支出書類として保管ください。

【補助事業の負担分の支払い】
・国、県、市の補助事業の負担分を交付金で支払う場合、補助金を受取った分は通帳や出納簿へは記載せず、交付金から支払った額のみを記載してください。この場合、補助金を活用したことが分かるように領収書に「補助金分○○円」、「交付金からの支出○○円」など、内訳を記載してください。

【共同機械等の購入】
・交付金を利用して取得価額が５０万円以上の共有資産等を購入した場合、共用資産管理台帳、機械等利用管理規程、機械等利用簿の整備が必要となります。参考様式は農林水産課にありますので、連絡をお願いします。

【その他】
・交付金の関係資料は、原則、交付を受けた日が属する年度の翌年度から５年間保管が必要ですので、適正に管理をお願いします。
・交付金の会計事務が円滑に進むように、会計担当者が変更になる場合は、後任へきちんと引継ぎを行っていただくようにお願いします。
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